
【改良方針検討】 
道路交通問題を抱える完成済路線（区間）等について、交差点改良や交

通規制の見直しなどによる問題箇所の今後の対応方針についての検討。（平

成２０年６月 「都市計画道路網の見直し方針」より抜粋） 

改良方針検討（清水台交差点）について
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初山交差点～横浜生田線までの区間（計画幅員１２ｍ、変更区間延長約１，０３０ｍ）

（見直し方針）

　当該区間は高津区や麻生区へのアクセス機能などがある道路ですが、野川柿
生線とほぼ並行して同機能を有する幅員約１２ｍの現道があり、都市計画道路
網としての機能を持続させるために現行計画から現道にルートを変える「変更
候補区間」としました。

清水台交差点
尻手黒川線と横浜生田線との交差点

（見直し方針）

　当該区間は、完成済の都市計画道路の交差点ですが、尻手黒川線の黒
川から尻手方向への自動車に渋滞が生じています。交差点を挟んでの幅
員の違いや、直進車線の減少などが原因と考えられることから、道路空
間の再配分（幅員構成の見直し）や交通管制（信号現示等）の見直しな
ど、改良方針を検討することにしました。

見直し候補路線（区間）の選定及び見直し方針

ウ．改良方針検討 

改良方針の検討

事業の視点(道路整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなど)

効率的、効果的な都市計画道路の整備 

（１路線１区間） 
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存続(候補)路線 
改良方針検討 

完成済みの都市計画道路において・・・ 

①渋滞などの道路交通問題が発生

しており、早期改善に向けた重

点的な取組みが必要な都市計画

道路 

②将来交通量検証を行った結果、将

来的に道路交通問題が予想される

都市計画道路 

ステップ① 道路空間の再配分や交通規

制の見直し等による改良 

ステップ② 道路の拡幅による改良 

ステップ③ 道路の新設等による対応 

改良方針検討のステップ

都市計画道路網の構築 

交通量検証 

平成２５年４月１０日 

変 更 告 示 済 


